
現場代理人及び　　　　　　設置通知書　（当初・変更）
	工事名　
　　　　
　　　　（契約番号　　　　　　-　　　　）

	請　負　代　金　額
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	現場代理人（職）氏名
	

	兼務状況
（他の工事に主任技術者等として兼務しているもの含む）
	□本工事常駐
□他の工事に現場代理人として兼務（工事名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□他の工事に主任技術者等として兼務（工事名：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	※　□主任技術者

　　　　　　　（職）氏名

□監理技術者

・現場代理人と兼務することは可能です。

・監理技術者を選任するときは、資格者証のコピー等を
貼付してください。
	(共同企業体の場合は所属会社名　　　　　　　　　　　　　　　　)


	兼務状況
（他の工事に現場代理人として兼務しているもの含む）
・本工事の現場代理人と主任技術者等を兼務している場合は記入不要。
	□本工事専任
□他の工事に現場代理人として兼務（工事名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□他の工事に主任技術者等として兼務（工事名：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	（選任したときのみ記載）
※　□監理技術者補佐

　　　　　　　（職）氏名

□連絡員

・監理技術者補佐を選任するときは有資格であることを
証するもの及び経歴書を貼付してください。
	□他の工事に連絡員として兼務（工事名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
※監理技術者補佐は他の工事と兼務できません。
※連絡員は複数配置することも可能

	上記のとおり現場代理人等を選任しましたので通知します。

なお、上記主任技術者又は監理技術者は建設業法

　　　　　　　　　　　　※　□イ　　　　　　　　※　□イ

第７条第２号　□ロ　、第１５条第２号　□ロ　該当の資格を有するもの、

　　　　　　　　　　　　　　□ハ　　　　　　　　　　□ハ
　　　　　　　又は第２７条の１８第１項により資格者証の交付を受けたものであり、
かつ過去５年以内に監理技術者講習を修了した者であること、　
監理技術者補佐は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　①建設業法第７条第２号［□イ、□ロ、□ハ］※に該
　　　　　　　　　　　　　　　当し、建設業法第２７条の規定に基づく技術検定にお

※　 いて一級の第一次検定に合格した者
□１号

建設業法施行令第２９条　　　　②建設業法第１５条第２号［□イ、□ロ、□ハ］※に
該当する者
　　　　　　　　　　　　　　　　　   

□２号に該当する者
であることに相違ありません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日
神　戸　市　長　あて
　　　　　　　　所在地　　
請負人

　　　　　　　　商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　代表者又は

　　　　　　　　受任者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　(連絡先)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


· 印は該当する方の□に
[image: image1]を各１つのみ入れてください。(裏面及び建設業法参照)　神戸市行財政局契約監理課(R7.4)
※主任技術者等とは、主任技術者、監理技術者をいう。
	
	設　置　基　準
	資　格　要　件
	備　考

	主任技術者
	監理技術者を置かなければならないこととされている特定建設業者を除くすべての建設業者は、その請け負った建設工事を施工するとき、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものとして、主任技術者を置かなければならない。
	次の (イ) (ロ) (ハ) のいずれかに該当しなければならない。
＜建設業法第７条第２号＞

(イ) 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、学校教育法による高等学校（旧中等学校令による実業学校を含む）を卒業した後５年以上、又は同法による大学（旧大学令による大学を含む）若しくは高等専門学校（旧専門学校令による専門学校を含む）を卒業した後３年以上実務の経験を有する者で、在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの。
(ロ) 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者。
(ハ) 国土交通大臣が(イ)又は(ロ)に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者。
	国、地方公共団体等が発注者である工作物に関する工事で、工事1件の請負代金の額が4,500万円以上（但し、建築一式工事の場合は9,000万円以上）については、工事現場ごとに専任の「主任技術者」又は「監理技術者」を置かなければならない。専任の「監理技術者」を要する工事においては、監理技術者資格者証の交付を受けた者であり、かつ過去５年以内に監理技術者講習を修了した者でなければならない。

	監理技術者
	発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者で、5,000万円以上（建築一式工事の場合は8,000万円以上）の工事を下請施工させるものは、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものとして、「監理技術者」を置かなければならない。
	主任技術者の資格要件を満たし、かつ、次の (イ) (ロ) (ハ) のいずれかに該当しなければならない。但し、土木工事、建築工事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、舗装工事、造園工事の場合は、（イ）に該当する者又は（ハ）の規定により国土交通大臣が（イ）に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者。
＜建設業法第１５条第２号＞
(イ) 建設業法の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者。
(ロ) 主任技術者に該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し２年以上指導監督的な実務の経験を有する者。
(ハ) 国土交通大臣が（イ）又は（ロ）に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者。
	

	監理技術者補佐
	　監理技術者の職務を補佐する者として政令で定める者を専任で置いた場合には監理技術者は２つの工事まで兼任で配置することができる。
	次の１号又は２号のいずれかに該当しなければならない。

＜建設業法施行令第29条第１号＞

建設業法第7条第２号イ、ロ又はハに該当する者のうち、建設業法第26条の４第１項に規定する技術上の管理及び指導監督であって監理技術者がその職務として行うべきものに係る基礎的な知識及び能力を有すると認められる者として、建設工事の種類に応じ国土交通大臣が定める要件に該当する者

＜建設業法施行令第29条第２号＞

国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
	※ 監理技術者補佐を専任で置いた場合、監理技術者は２つの工事まで兼任で配置することができる。


【建設業法第26条第３項第１号により主任技術者又は監理技術者の専任を要する工事を兼務できる要件】
※請負人の責により確実に要件を満たすこと

	１）各工事の請負代金の額が、１億円未満（建築一式工事の場合は２億円未満）であること。

２）当該工事現場と他の工事現場との間の移動時間がおおむね２時間以内であること。

３）下請次数が３を超えていないこと。

４）主任技術者又は監理技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者（以下「連絡員」という。）を置いていること。（土木一式工事又は建築一式工事の場合の連絡員は、同業種の建設工事に関し１年以上の実務の経験を有する者であること）

５）当該工事現場の施工体制を主任技術者又は監理技術者が情報通信技術を利用する方法により確認するための措置を講じていること。

６）人員の配置の計画書を作成し、工事現場毎に備え置くこと。

７）当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器が設置され、かつ当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。

８）兼務する建設工事の数は、２を超えないこと。


※詳しくは建設業法や「監理技術者制度運用マニュアルについて」等を参照すること。
主任技術者、


監理技術者（補佐）又は連絡員
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